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第６章 防災街づくりの進め方 

  

 

本指針に基づき、災害に強い街を実現するためには、区、区民、事業者の三者が相互に

連携・協力して以下の役割を担い、取組を進めることが求められます。 

 

（１）区の役割 

・国、東京都、他区、警察・消防等の防災関係機関と連携して、地震災害にも水害にも

強い街づくりを総合的に推進します。 

・防災街づくりを推進するにあたり、区民、事業者と連携・協力するとともに、国・東

京都に対して道路や港湾施設等の整備の要請を行います。 

・防災街づくりを推進するために必要な情報を提供するとともに、区民による取組への

適切な支援や誘導、事業者への指導や誘導等を行います。 

・区有の各種防災関連施設の災害対応能力の向上に取り組みます。 

・職員の防災に関する知識及び技術の習得に努めます。 

 

（２）区民の役割 

・自らが防災街づくりの担い手であることを自覚し、事業者、区と連携・協力して、積

極的・主体的に防災街づくりの活動を行います。 

・防災に関する知識及び技術の習得に努めるとともに、建築物の耐震化や不燃化、雨水

流出抑制、家具転倒防止、物資の備蓄等、防災性の向上に資する取組を進めます。 

 

（３）事業者の役割 

・事業者に求められる役割が大きいことを自覚し、区民、区と連携・協力して、積極的・主

体的に防災街づくりの活動を行います。 

・開発事業にあたって、防災機能の向上に取り組みます。 

・建築物の耐震化や不燃化、雨水流出抑制、物資の備蓄、什器の転倒防止等、防災性の

向上に資する取組を進めます。 

・従業員や来所者等の安全確保とともに、災害発生後の一斉帰宅の抑制や帰宅困難者の

一時受入れ場所の確保、資機材の提供等、地域防災の向上に資する備えを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

６－１ 区・区民・事業者の役割 
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（４）自助・共助・公助に基づいた防災街づくりの推進 

防災対策基本条例には「区、区民及び事業者がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に

連携を図りながら協力すること」が基本理念として定められています。 

この条例に基づき、防災街づくりに関わる各主体は、まずは『自助（自分でできること

に主体的に取り組むこと）』を基本とし、更に『共助（自分一人では困難なことに、周辺

や地域が協力して取り組むこと）』を進めていくことが重要です。 

また、それぞれの自助・共助に対して、『公助（公共・行政機関が、地域における防災

街づくりの支援を行うこと）』を効果的に連携させていくことが、災害による被害の低減、

また早期の復旧・復興に向けて重要です。 

本指針に基づき、災害に強い街を実現するためには、区・区民・事業者が相互に連携・

協力して役割を担い、取組を進めることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「港区防災対策基本条例パンフレット」（港区，平成 23 年） 

図 54 自助・共助・公助

図 53 区・区民・事業者の役割 

自然災害 

三者が一体となって自然災害に対峙 

事業者の役割 
 
・開発事業での防災機能の 
向上 

・事業所の耐震化・不燃化 
・雨水浸透・貯留施設の設置 
・什器の転倒防止 
・従業員の一斉帰宅の抑制 
・帰宅困難者のための備蓄 
確保、スペース提供 等 

区民の役割 
・防災知識・技術の習得 
・建築物の耐震化・不燃化 
・雨水浸透・貯留施設の設置 
・家具の転倒防止 
・飲料水、食料等の備蓄 
            等 

区の役割 
・国・東京都・他区、防災関係

機関等との連絡調整 
・区民、事業者等への情報提供 
・区民、事業者等による取組へ

の支援、誘導 
・防災施設の災害対応能力向上 
・職員の防災知識・技術の習得 
            等 

 区・区民・事業者による相互の連携・協力 

地地地域域域全全全体体体ででで取取取りりり組組組むむむ防防防災災災街街街づづづくくくりりり   
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災害に強い街づくりの実現に向けた本指針の今後の運用と進め方の例を以下に示します。 

 

（１）都市計画や事業計画の立案時における活用（区） 

土地利用、都市施設等を計画する「都市計画」や、道路・公園・河川等の各種インフ

ラ施設等の「事業計画」等を立案する際に、防災街づくりの実現に寄与する計画として

立案されるように本指針を活用します。また、事業者等が個別に街づくりの計画等を策

定する場合は、本指針を反映するよう事業者等に働きかけ、防災機能の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）区民や事業者が主体となった街づくりを進める際の活用 

区民が生活する地域での区民発意の街づくりに取り組む際や、建築物の建替え等を進

める際、また、事業者が開発事業等を行う際等の様々な場面において、防災街づくりの

実現に寄与する取組となるように本指針を活用します。特に大規模開発等が行われる際

には、防災機能の高い拠点の形成等にも配慮して、地域全体としての防災力の向上を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 55 本指針の活用例（１） 

防災街づくり整備の実現に寄与する 

 

 

 

 

 

等 

まちづくりマスタープラン
その他関連計画 土地利用の規制・誘導 

インフラ施設の整備 

本指針 

都市計画による 

土地利用・施設整備の 

取組 

図 56 本指針の活用例（２） 

防災街づくり整備の実現に寄与する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

等 

区民・事業者の発意による 

街づくりの取組 

地区まちづくりビジョン・

ルールに基づく街づくり 

災害リスクに対応した 

建築物の建築・改築 

本指針 

まちづくりマスタープラン
その他関連計画 

都市開発諸制度に 

基づく街づくり 

都市再生特別措置法に 

基づく街づくり 

まちづくりガイドライン

に基づく街づくり 

まちづくりガイドライン

の策定 

６－２ 今後の運用と進め方 



142 

【参考】環状２号線周辺地区まちづくりガイドライン 

まちづくりガイドラインとは、まちの将来像やまちづくりの方向性等を住民、事業者、行政等が

共有する「まちづくりの手引き」となるものであり、住民、事業者、行政等に対して、まちづくり

の協力を求めるよりどころとして活用されます。 

区では、環状２号線の整備を契機に周辺のまちづくりを一体的・計画的に進めるため、環状２号

線沿道のまちづくり協議会や町会等と連携して、環状２号線周辺地区まちづくりガイドラインを策

定（平成 24 年 3 月）しました。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 防災性の強化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

まちの将来像 

未来をひらくみちが地域に愛され  

暮らしを育み ひとの活気に満ちた 

      風格ある次世代の東京へつなぐまち 

にぎわい 

継承 安全・安心 

創造  

にぎわい 

安全・安心 

うるおい 

創 造  

継 承 

業務、商業、居住をはじめとする多様な都市活動がにぎわいを生み出すまちを目指します。 

災害に強く、誰もが安心して暮らし、働き続けられるまちを目指します。 

都心部における緑のネットワークの形成や地球環境に配慮したまちを目指します。  

多くの人や企業が集まり様々な生産活動が展開され、東京の成長を支えるまちを目指します。 

まちに関わる人が一体となって、将来にわたり持続的に発展していくまちを目指します。 

みみみちちち   
・・・   

ひひひととと   
・・・   

まままちちち   

目標２ 

目標３ 目標４ 

目標５ 

うるおい 

目標１ 方策１ 

災害による直接的な被害を 

低減する環境整備 
（１）災害に強い建築物の整備 

（２）生命や生活を守る市街地の整備 
（３）身近な危険から身を守る工夫 

方策２ 

災害時に安全な避難や帰宅、復旧を 

可能にする環境整備 
（１）道路の災害時における防災機能の確保 

（２）住民や帰宅困難者等の受入施設の整備 
（３）迅速に正確な情報を入手できる環境の整備 

方策３ 

災害に備えた防災活動の推進や 

防災体制の構築 
（１）防災活動の推進 
（２）防災体制の構築 
（３）防災拠点等の整備の推進 

図 58 防災性の強化のイメージ 

目標２を実現するための方策 

図 57 まちの将来像と目標 

環２ ガイドライン 
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【参考】港区まちづくり条例を活用したまちづくり 

区は、「人にやさしい良質な都市空間・居住環境の維持・創造」へまちづくりの重心を移行する

ため、「港区定住まちづくり条例」を改正し「港区まちづくり条例」として、平成 19 年に施行して

います。条例では、まちづくりマスタープランを区のまちづくりの基本計画として位置付け、地域

の発意によるまちづくりの仕組み等について定めています。 

区は、「まちづくり条例を活用したまちづくり」の推進に向け、出

前講座や専門家の派遣、活動助成の実施や問い合わせ・相談窓口の設

置等の各種支援※により、地域で進めるまちづくりを応援しています。

（※詳しくは、パンフレットをご参照下さい。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 59 まちづくり条例を活用したまちづくりの流れ 

ステップ１：まちの課題を見つけ、自分たち

でやれることから取り組むなど、地域の

みなさんによる自主的なまちづくり活

動を行う段階 

ステップ２：みんなで様々な意見を出し合

い、まちづくりへの知識や関心を深めな

がら、自分たちのまちについて考えるた

めに「まちづくり組織」をつくる段階 

ステップ３：まちづくり組織のみなさんが、

自分たちの取り組むまちの理念やまち

の将来像（地区まちづくりビジョン）に

ついて意見をまとめ、みんなで将来像を

共有する段階 

ステップ４：地区まちづくりビジョンの実現

にむけて、土地所有者等の方々ととも

に、具体的なまちづくりのルール（地区

まちづくりルール）を決めていく段階 

ステップ５：地区まちづくりルールに基づい

て、地域のみんなでまちづくりを具体的

に実践していく段階 

港区まちづくり条例 
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第７章 津波・液状化シミュレーション結果 

  

 

（１）津波シミュレーションの概要 

１）津波シミュレーションの目的 

東日本大震災では、従前の想定を超える規模の津波が襲来し、東京湾においても既存の予測

結果を上回る津波が観測されました。このことから、以下の２点を目的として、津波浸水予測

を実施しました。 

①区民・事業者に津波の浸水範囲をあらかじめ示すことにより津波襲来時の迅速かつ円滑な避

難行動の目安とすること 

②「港区防災街づくり整備指針」の津波対策の検討に活用すること 

 

２）津波シミュレーションの視点 

以下の２点の視点から、区として独自の津波浸水予測を実施しました。 

① 悪の事態を想定するため、港区にとって津波高さが 大となる津波を選定するとともに、

防潮施設（防潮堤、水門、古川の護岸）の損傷による機能不全や液状化による地盤沈下も考

慮して予測を実施しました。 

②古川への津波の遡上を考慮することや、詳細な浸水状況を把握するため、 も精度が高い標

高データを活用し、５ｍメッシュの精度で予測計算を実施しました。 

 

３）津波シミュレーションの検討経過・内容について 

①調査機関 

八千代エンジニヤリング株式会社 
 

②調査年度 

平成２３年度～平成２４年度 
 

③検討機関 

港区防災街づくり検討委員会津波部会 

※学識経験者３名 

松山 優治 東京海洋大学 特任教授（部会長） 

柴山 知也 早稲田大学理工学術院 創造理工学部 社会環境工学科 教授（副部会長） 

岡安 章夫 東京海洋大学 海洋科学部 海洋環境学科 教授 
 

④検討内容 

津波部会は、平成 23 年から計

4 回開催され、津波シミュレーシ

ョンの条件、津波対策等について、

右のような確認・検討を行いまし

た。 

７－１ 津波シミュレーション結果 

第１回（平成 23 年 9 月 21 日） 

・予備検討の条件の検討 

第２回（平成 24 年 2 月 14 日） 

・予備検討結果の確認 

・概略予測の条件の検討 

・津波対策の方向性の検討 

第３回（平成 24 年 7 月 12 日） 

・概略予測結果の確認 

・詳細予測の条件の検討 

第４回（平成 24 年 9 月 19 日） 

・詳細予測結果の確認 

・津波に関する施策の検討 
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南海トラフ 相模トラフ 

日本海溝 

（２）津波発生のメカニズム 

海底で大きな地震が起き、その断層のずれが海

底に達したとき、海底が隆起したり沈降したりす

る地殻変動が生じます。その変動にともない、海

水は持ち上げられるか、あるいは引き下げられま

す。この海水の変動が津波になります。津波は水

深の深いところで速く伝わります。海岸に近づい

たときは、速度は遅くなりますが、逆に津波の高

さは高くなります。 

海溝周辺では、周期的に大地震が発生すると考

えられていますが、東京湾に影響を及ぼす地震の

発生が想定される海溝として、相模トラフ、南海

トラフ、日本海溝があります。 

ただし、日本海溝における地震として 大級と

考えられる東日本大震災（M9.0）でも、東京湾内

の潮位の変化は 1.5m 程度であったことから、房総

半島を回りこんで東京湾に入る津波は地形の影響

で大きくならないことが考えられます。 

このため、今回は、相模トラフ、南海トラフで

発生する地震を対象とすることとしました。 

また、海溝で発生する大地震のほかに、東京湾

直下で発生する首都直下地震についても検討の対

象とすることとしました。 

 

（３）対象津波の選定 

選定候補となる複数の津波※1を対象に予備検討を行い、その結果を参考として、以下の二つの視点から

シミュレーションを実施する対象津波を選定しました。 

視点①：津波高さが 大となる津波 

視点②：浸水が伴い、 も短時間に来襲する津波（東京湾内を想定） 

※1 予備検討の対象候補となる津波は、既

往の実績や東京湾及び周辺における

新（H23.9 時点）の想定結果を参考に選

定。 

※２ 神奈川県（H23）の予測結果から、川

崎地域の予測値を図上読み取りした値

として整理。（神奈川県内の情報から、

港区の 寄りの代表地点として川崎地

域を対象に整理） 

※３ 内閣府（H15・H17）の予測結果から、

港区内の予測値を図上読み取りした値

として整理。 

出典：「全国地震動予測地図手引・解説編 2010 年版」（地

震調査研究推進本部，平成 22 年） 
図 60 津波発生のメカニズム 

図 62 港区周辺地域における予測津波（震源域別）（H23.9 時点） 
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※2 

※3 

出典：「地震の発生メカニズムを探る」（文部科学省，平成 16 年） 

図 61 日本海周辺のプレート 
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初期地盤 
変動量（m） 

（４）津波シミュレーションの検討の流れ 

津波シミュレーションの検討の流れを以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 行
なめ

谷
がや

ほかモデル： 新の科学的知見に基づき、従来の宍倉
ししくら

モデルの震源域をさらに拡大して津波の危険度を高めたモデル 

 

（５）予備検討（津波高さの予測） 

東京湾における津波の実績と既往予測（H23.9 時点の 新情報）を整理し、区にとって影響が大きいと

考えられる津波として、下記の５つを選定し、予備検討（区内における津波高さのみ計算）を行いました。 

なお、日本海溝で発生する地震（貞観地震【869 年Ｍ8.3 以上】等）は、東北地方太平洋沖地震（Ｍ9.0）

でも東京湾内の津波高さが 1.5ｍ程度であり、大きな津波とはならないと考えられるため、予備検討の対

象から除外しています。 

東京湾外の地震 東京湾内の地震 

①-a 元禄型関東地震 
（宍倉モデル） 

②慶長型東海地震 ③明応型東海地震 ④東京湾北部地震 ⑤三浦鴨川地震 

     

津波高さ※2：1.7m 

初期地盤変動量※3：-0.3m 

（沈下） 

津波高さ※2：1.9m 

初期地盤変動量※3：0.0m 

（隆起・沈下なし）

津波高さ※2：1.7m 

初期地盤変動量※3：-0.1m

（沈下） 

津波高さ※2：1.2m 

初期地盤変動量※3：0.1m 

（隆起） 

津波高さ※2：1.8m 

初期地盤変動量※3：0.0m 

（隆起・沈下なし） 

※2 津波高さ：T.P.（海抜）表示、初期潮位は平均満潮位（T.P.+1.0m）、初期地盤変動量を考慮 

※3 初期地盤変動量：地震発生直後に地震そのものの影響により地盤が隆起・沈下する量 

 

■各地震の概要 

①元禄型関東地震 東京湾内における既往 大の津波高を記録した地震（M8.1～M8.2，1703 年） 

②慶長型東海地震 神奈川県が平成 23 年に想定した地震で も東京湾への影響が大きい地震(M7.9，1605 年) 

③明応型東海地震 東海・東南海・南海連動地震で東京湾への影響が も大きいと考えられる地震(M8.6，1498 年) 

④東京湾北部地震 区の直下で発生し、襲来が も早いと考えられることから注意が必要な地震（M7.3） 

⑤三浦鴨川地震 神奈川県が平成 23 年に想定した直下型地震のうち も東京湾への影響が大きい地震（M7 クラス） 

１ 予備検討 

港区周辺における津波の実績と既往予測結果（H23.9 時点）から、震源域ごとに津波高さが 大級とな
ることが想定される５つの地震を選定し、区沿岸部で想定される津波高さをそれぞれ計算しました。 

２ 津波シミュレーション（概略） 
予備検討の結果、津波高さが 大となる「慶長型東海地震」と、東京都が新たに公表（平成 24 年 4 月）
した「元禄型関東地震（行谷ほかモデル※1）」について、50m メッシュで浸水計算を実施しました。 

３ 津波シミュレーション（まとめ） 

津波シミュレーション（概略）の結果、津波高さが 大となり、かつ、区の地域防災計画の被害想定の
基となっている「元禄型関東地震（行谷ほかモデル※1）」を対象として、津波シミュレーション（まとめ）
を実施しました。 
実施にあたり、東京都の想定結果を基に、更に厳しい条件を付加（防潮施設機能・液状化の有無）した
上で、古川の遡上も考慮して、5m メッシュで詳細な浸水計算を実施しました。 
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（６）津波シミュレーション（概略 津波浸水範囲：50m メッシュの予測） 

予備検討において津波高さが 大となった「②慶長型東海地震」について、津波シミュレーション（概

略）を実施し、50m メッシュ精度での浸水計算を実施しました。更に、H24 年 4 月に、元禄型関東地震につ

いて、従来のモデル（①-a）よりフィリピン海プレート上面の深度が浅いという 新の知見に基づく新し

いモデル（①-b）が公表され、津波高さが 大となる可能性があることから、同様の津波シミュレーショ

ン（概略）を実施しました。 

なお、浸水計算では、中央防災会議の標高データ（50m メッシュ）を使用しました。 

ケ
ー
ス 

①-b 元禄型関東地震 
（行谷ほかモデル※1） 

②慶長型東海地震 

・防潮堤、護岸あり、水門閉鎖 

・液状化による地盤沈下なし 
・防潮堤、護岸あり、水門閉鎖 

・液状化による地盤沈下なし 

浸
水
予
測
図 

  

備
考 

・日の出ふ頭の一部が浸水 

・津波高さ※2：2.4m  

・初期地盤変動量※3：-0.4ｍ（沈下） 

・浸水はほとんどなし 

・津波高さ※2：1.9m 

・初期地盤変動量※3：0.0ｍ 

※1 行谷ほかモデル： 新の科学的知見に基づき、従来の宍倉モデルの震源域をさらに拡大して津波の危険度を高めたモデル 

※2 津波高さ：T.P.（海抜）表示、初期潮位は平均満潮位（T.P.+1.0m）、初期地盤変動量を考慮 

※3 初期地盤変動量：地震発生直後に地震そのものの影響により地盤が隆起・沈下する量  

 

また、「②慶長型東海地震」については、液状化により一律 50cm（東日本大震災での浦安市における実

績）の地盤沈下が発生した場合の津波シミュレーション（概略）を実施しました。更に、高潮（伊勢湾台

風級の高潮潮位＋3.0m）と津波とは、それぞれの事象に因果関係がなく、同時に発生する確率は非常に低

いと考えられますが、これらが同時生起した場合についても津波シミュレーション（概略）を実施しまし

た。 

②慶長型東海地震 

・防潮堤、護岸損傷、水門開放 

・液状化により一律 50cm 沈下 

・防潮堤、護岸損傷、水門開放 

・液状化による地盤沈下なし 

・高潮（水位+3m）と同時生起 

  

図 63 高潮（伊勢湾台風級）と津波（慶長型地 
   震）の同時生起時の津波高さのイメージ 

平均潮位（T.P.0m） 

防潮堤の高さ（T.P.＋4.0m） 
※伊勢湾台風級の高潮潮位に該当

1m 

高潮と津波の同時生起の場合の潮位 

（T.P.＋4.9m）

平均満潮位（T.P.＋1.0m）

防 

潮 

堤 

 

0.9m （津波による潮位増加分） 

3.0m 

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上
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（７）津波シミュレーション（まとめ 津波浸水範囲：5m メッシュの予測） 

予備検討や津波シミュレーション（概略）では、区にとって も影響が大きくなる津波を想定してきま

した。平成 24 年 4 月に東京都が公表した津波による被害想定は、「①-b 元禄型関東地震（行谷ほかモデ

ル）」で検証されており、区の地域防災計画も、東京都と同じ地震を基に津波による被害が想定されてい

ます。 

平成 24 年度の津波シミュレーションは、津波高さが 大で、かつ、区の地域防災計画の被害想定の基と

なっている「①-b 元禄型関東地震（行谷ほかモデル）」を対象として、津波シミュレーション（まとめ）

を実施しました。実施にあたっては、東京都の想定結果を基に、更に厳しい条件を付加（防潮施設機能・

液状化の有無）して、４ケースを計算しました。また、古川の遡上も考慮して、5m メッシュで詳細な浸水

計算を実施しました。 

なお、浸水計算では、国土地理院の基盤地図情報数値標高モデル（5m メッシュ）を使用しました。 

 

ケ
ー
ス 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

防潮施設機能あり 液状化なし 防潮施設機能あり 液状化あり 防潮施設機能不全 液状化なし 

浸
水
予
測
図 

   

ケ
ー
ス 

Ⅳ   

防潮施設機能不全 液状化あり   

浸
水
予
測
図 

   

 

防潮施設機能あり：防潮堤、護岸あり、水門閉鎖 

防潮施設機能不全：防潮堤、護岸損傷、水門開放 

液状化あり ：液状化により、沿岸部で一律 50cm 地盤沈下 

液状化なし ：液状化による地盤沈下なし 

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

・「①-b 元禄型関東地震（行谷ほかモデル）」の津波高さは 2.4m

（初期地盤変動量-0.4m（沈下）を考慮）。 

・これらの 4つのケースについて区民等への周知、津波対策の検討

を実施することとします。（拡大図は次ページ参照） 



 

 

1
4

9
 

津波浸水予測区域図 （元禄型関東地震（M8.2）が発生した場合を想定） 

・防潮施設（防潮堤・水門・古川の護岸）が健全に機能 

・液状化による地盤沈下なし 

・防潮施設（防潮堤・水門・古川の護岸）が健全に機能 

・液状化により地盤が 50cm※沈下 

  

・防潮施設（防潮堤・水門・古川の護岸）が損傷により機能不全 

・液状化による地盤沈下なし 

・防潮施設（防潮堤・水門・古川の護岸）が損傷により機能不全 

・液状化により地盤が 50cm※沈下 

  

※液状化による沈下 50cm は、東日本大震災における千葉県浦安市の実績を参考 

¯

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50m以上

¯

¯ ¯

この津波浸水予測図は、港区が下記の条件に従って予測を行った結果に基づき、津波の浸

水が予測される区域を示しています。また、各地点について、 大浸水深として算出された

値のみを図示しています。 

この津波浸水予測図が、津波による災害の発生や被害の範囲を決定するものではないこと

にご注意下さい。（津波浸水予測区域の範囲外でも、津波の浸水が発生する場合があります。） 

津波は繰り返し来襲しますが、元禄型関東地震の場合は、地震発生から約 70 分後に第一

波が来襲し、約 160 分後には 大の津波が来襲する予測結果となりました。 

＜想定した条件＞ 

・想 定 地 震：元禄型関東地震 行
なめ

谷
がや

ほかモデル（M8.2） 

・初 期 潮 位：朔望平均満潮位 
（各月で も海面が高かったときの潮位の平均値） 

・地 盤 変 動：地震による地盤変動を考慮 

＜予 測 結 果＞ 

・津 波 高 さ：2.4m 

浸水深 

1.6ｍ（砂浜内） 

浸水深 

1.0ｍ 

浸水深 

0.9ｍ 

浸水深 

0.4ｍ 

浸水深 

0.6ｍ 

浸水深 

1.1ｍ 

浸水深 

0.4ｍ 

浸水深 

0.6ｍ 

浸水深 

0.3ｍ 

浸水深 

1.2ｍ（砂浜内） 

平成 25 年 3 月 31 日時点 
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津
波
浸
水
予
測
の
詳
細
な
条
件
に
つ
い
て 

１.対象津波 

対象津波の設定にあたっては、港区にとって影響があると考えられる津波のうち、 悪の影響を及

ぼすものを選定することとし、複数の予備検討の結果から、津波高さが 大となる元禄型関東地震（行

谷ほかモデル）を対象としました。 

２.潮位条件 

４つのケースとも、朔望平均満潮位（各月で も海面が高かったときの潮位の平均値）Ｔ.Ｐ（東京

湾平均海面）１．０ｍを初期潮位として予測を実施しました。 

３.防潮施設 

液状化等の地盤災害により防潮施設（防潮堤、水門、古川の護岸）が損傷により機能不全となる可

能性があることから、すべての防潮施設が機能不全となる場合と、機能する場合双方の条件での予測

を実施しました。 

４.地盤変動 

４つのケースとも、地震による地盤変動（元禄型関東地震では地震発生直後に区内では４０cm 程度

の地盤沈下予測）を考慮して、浸水深の計算を実施しました。 

５.液状化 

区内の沿岸部の大部分では、液状化の発生が見込まれる地域が広く存在するため、液状化により５

０cm の地盤沈下（東日本大震災での実績：千葉県浦安市を参考）が発生する場合としない場合双方の

条件での予測を実施しました。 

６.予測の精度 

４つのケースとも、浸水深は５ｍメッシュの精度で計算するとともに、古川への遡上を考慮しまし

た。 

津
波
浸
水
予
測
結
果
の
見
解
に
つ
い
て 

この予測図は、元禄型関東地震（M8.2）が発生した場合の浸水予想範囲のみを示したものです。浸水

予想範囲内に住まわれている方や活動されている方は、遅くとも津波の第一波が襲来する地震発生から

約７０分後（実際には想定より早く津波が到達する場合があります。）までには高台や高層建築物への

迅速な避難が必要となります。また、地震発生から約１６０分後には 大の津波高さとなる第二波が襲

来するため、安全な場所への避難を継続することが重要です。 

区は、津波を想定した中で津波高が 大と予測される元禄型関東地震（M8.2）が発生し、更に区にと

って 悪のケースである“防潮施設（防潮堤・水門・古川の護岸）が損傷により機能不全となり、液状

化により地盤が５０cm 沈下した場合”に基づいて海抜標示板の設置や津波避難ビルの指定等の津波対策

を講じていきます。区民の皆さんについてもこの予測図を活用し、日頃から津波に対する備えを行って

いくことが大切です。 

 

なお、この予測結果は、現時点で想定されている様々な知見から、区に も影響がある地震モデルを

元に検討したものであるため、今後、区に も影響がある新たな知見が公表された場合には、新たな知

見に基づいて津波の予測・検討を行っていきます。 

■高潮（伊勢湾台風級の高潮）と津波の同時生起について 

※高潮（伊勢湾台風級の台風が東京湾を直撃する頻

度：「東京湾の大規模高潮浸水想定」（国土交通

省港湾局）によると 100～200 年に 1回）と津波（元

禄型関東地震の発生頻度：2300 年程度に 1回）の

同時生起については、区民の方の関心が非常に高

いため予測を行いました。 

高潮と津波の同時生起の発生確率は非常に低いた

め、区はこの予測区域図に対応した津波対策につ

いては長期的な課題として、取り組んで行きます。

その中でも特に、高層建築物の４階以上への避難

等の対策の検討に取り組んでいきます。 

 

【参考】詳細シミュレーションの想定地震（元禄型関東地震）の概要 

相模トラフでは、「相模トラフの地震」がお

おむね 200 年の周期で発生しています。 近は

1923 年に大正型関東地震（M7.9）、1703 年に元

禄型関東地震（M8.2）が発生しています。 

「地震発生可能性の長期評価」（文部科学省 

地震調査研究推進本部）によると、元禄型関東

地震の規模の地震の平均発生間隔は 2300 年程

度（今後 30 年以内の発生確率：ほぼ 0％）と推

定され、 大クラスの地震と考えられます。 

東京都においても、今回の地域防災計画の見

直しのなかで、 大の津波として元禄型関東地

震を想定しています。 
図 64 元禄型関東地震の初期地盤変動量 

初期地盤 
変動量（m）

伊勢湾台風級の高潮と元禄型関東地震（M8.2）が同時生起し、防潮施設が損傷

により機能不全となり、更に液状化により地盤が 50cm※沈下した場合を想定 

¯浸水深 

5.8m 

浸水深 

3.3m 

浸水深 

3.8m 

浸水深 

5.1m 

浸水深 

3.6m 
浸水深（砂浜内） 

4.0m 

凡例

浸水深

0.00 - 0.15m未満

0.15 - 0.50m未満

0.50 - 0.80m未満

0.80 - 1.50m未満

1.50 - 3.00m未満

3.00m以上
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（１）液状化シミュレーションの概要 

１）液状化シミュレーションの目的 

東日本大震災により首都圏においても液状化の被害が発生したことを受けて、以下の

２点を目的として、液状化予測を実施しました。 

① 新のボーリングデータを反映した精度の高い液状化予測を実施し、区民・事業者に

対し液状化の可能性を周知すること 

②「港区防災街づくり整備指針」の液状化対策の検討に活用すること 

 

２）液状化予測の視点 

以下の２点の視点から、区として独自の液状化予測を実施しました。 

① 悪の事態を想定するため、港区にとって震度が 大となり液状化の危険度が も高

いと考えられる地震を対象としました。 

②液状化予測の精度を高めるため、区内にある多数のボーリングデータを活用し、１本

１本のボーリングデータについて精度の高い解析を実施しました。 

 

３）液状化予測の検討経過・内容について 

①調査機関 

八千代エンジニヤリング株式会社 

 

②調査年度 

平成２３年度～平成２４年度 

 

③検討機関 

港区防災街づくり検討委員会液状化部会 

※学識経験者３名 

並河 努  芝浦工業大学 工学部土木工学科 准教授（部会長） 

清田 隆  東京大学 生産技術研究所基礎系部門 准教授（副部会長） 

平川 大貴 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 講師 

 

④検討内容 

液状化部会は、平成 23 年から計 4 回開催され、液状化シミュレーションの条件、液状

化対策等について、下のような確認・検討を行いました。 

７－２ 液状化シミュレーション結果 

第１回（平成 23 年 9 月 28 日） 

・予測条件の検討 

第２回（平成 24 年 2 月 24 日） 

・地盤条件の検討 

・施策の方向性の検討 

第３回（平成 24 年 7 月 9 日） 

・地盤データの確認 

・予測条件の検討 

第４回（平成 24 年 9 月 18 日） 

・予測結果の確認 

・液状化に関する施策の検討 
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（２）液状化発生のメカニズム 

液状化とは、地震によって地盤が一時的に液体のようになってしまう現象で、地盤の上の建物

を傾かせたり沈ませたりします。 

一定のバランスを保っている地下水で飽和した状態にある砂層が（①の状態）、強い地震によ

って揺すられると、砂と砂のすき間にある水に圧力がかかり、砂粒子同士のかみ合いがはずれま

す。かみ合わせがはずれてしまった砂粒子は水の中に浮いた状態となります（②の状態）。液体

状になった砂粒子は、地震による圧力がかかっているため、地盤のわずかな割れ目などから地表

にあふれ出します。地震後は、地盤への圧力が減少し、砂粒子の沈降と再配列が起こります（③

の状態）。このように地盤があたかも液体のようになる現象を「液状化現象」と呼んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「科学技術振興機構資料」を基に作成 

図 65 液状化発生のメカニズムと概要 

（３）対象地震（東京湾北部地震）の概要 

区にとって も影響が大きい液状化を予測し、

区民等への周知や対策の検討に資することを目

的に、液状化シミュレーションを実施しました。 

対象地震は、以下の二つの視点から、東京湾

北部地震（M7.3 想定震度６強、一部７）を選

定しました。 

視点①：地震時の区内の揺れが強いこと 

視点②：発生の可能性が高いと考えられる地震 

であること 

 

図 66 東京湾北部地震の震源断層モデル 

砂粒子 
間隙に水が存在 地震時の液状化 地震後 

①砂粒子が配列 

粒子間隙には水が存在 

②地震動により砂粒子と 
水が分離する 

（砂粒子が水中に浮いた状態） 

③砂粒子の沈降 
再配列により 
間隙水が減少 

◆液状化現象が起きやすい地形 

一般的に、低地や埋立地などは液状化

しやすく、台地は液状化しにくいとさ

れています。 

◆液状化現象による主な被害 

・建物構造物の沈下・傾斜 

・地下埋設物の浮上 

・浸水、噴砂 



 

153 

 

（４）液状化シミュレーションの検討の流れ 

液状化予測は、 新かつ一般的な方法である「東京低地

の液状化予測」や「道路橋示方書」、「自治体担当者のた

めの防災地理情報利活用マニュアル（案）」の考え方を踏

まえ、PL 値、実績、地形等から総合的に液状化の可能性を

判断しました。 

また、区内には多数のボーリングデータがあることから、

地表加速度の算出にあたって、ボーリングデータ１本１本

について、より精度の高い応答解析（地盤中での地震動の

増幅を計算し、地表面の地震の揺れの大きさを算出する手

法）を実施しました。 

１-① ボーリングデータの収集 ２ 地形分類による液状化判定 

・区内で 8,601 本のボーリングデータを収集しました。 ・PL 値だけでなく、地形も液状化判定の要

素として有効であるため、土地条件図（国

土地理院発行）から、地形により液状化が

発生する可能性を判定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 69 地形分類による 

液状化判定 

１-② 応答解析による PL 値の算出 

・ボーリングデータ１本１本について、応答解析により東京湾北部地

震が発生した場合の PL 値（液状化のしやすさを表す指標）を算出

しました。 

１-③ PL 値による液状化判定 

・ボーリング地点ごとの PL 値か

ら、PL 値が同じとなる範囲を結

び、PL 値の面的な分布を把握で

きるようにしました。 

 

 

 

 

 

図 68 PL 値による液状化判定 

３ 総合判定 

・ PL 値による液状化判定結果（Ⅰ）と地形分類による液

状化判定結果（Ⅱ）の組み合わせにより、総合的な液状

化危険度を判定しました（右図参照）。 

・なお、総合判定にあたっては、PL 値が高くても、台地の

ように液状化危険度が小さい地形であれば、液状化の可

能性を下げる等、地形要因を考慮しました。また、過去

の液状化の実績がある場所についても考慮しました。（結

果は P155） 

図 70 液状化予測のフロー（詳細） 

図 67 液状化予測のフロー 

PL＞15

5＜PL≦15

0≦PL≦5

データなし

PL＞15 5＜PL≦15 0≦PL≦5 データなし

非常に

大きい

液状化の

可能性が
高い

大きい
液状化の
可能性が

ある

小さい
液状化の
可能性が

低い

可能性
なし

地
形
分
類
に
よ
る

液
状
化
判
定

PL値による液状化判定

１-① ボーリング

データの収集 

１-② 応答解析に

よる PL 値の算出 

１-③ PL 値による

液状化判定 

２ 地形分類に

よる液状化判定 

３ 総合判定 

液状化履歴の考慮 
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液状化予測の条件は以下のとおりです。 

表 9 液状化予測の条件 

条件の項目 概要 

対象地震 東京湾北部地震（M7.3） 

 

※区内で想定される震度が も高く（想定震度６弱～７）、地震発生の可能性が

高い（文部科学省地震調査研究推進本部によると、東京湾北部地震は 30 年以内

発生確率が約 70％とされる「その他の南関東のＭ７程度の地震」の一つとされ

ています。）と考えられる地震であることから、東京湾北部地震を対象としま

した。 

地表面地震動の 

算出手法 

応答解析 

 

※地震動は、工学的基盤（地下深くの硬い岩盤）から地表に上がってくる中で、

一般に柔らかい地盤ほど増幅しやすくなります。そのため、応答解析により、1

本 1 本のボーリングデータについて、工学的基盤から地表までにどれほど地震

動が大きくなるかを算出します。 

地表での地震動の大きさは、液状化判定に活用されます。 

物性値の設定 「東京低地の液状化予測」及び区内の土質試験結果 

 

※応答解析を実施する際には、土層（粘土層、砂層、礫層等）ごとに物性値（土

の大きさ、土の密度等）を設定する必要があります。 

区の地域特性を反映した物性値を設定するために、「東京低地の液状化予測」

（東京都土木技術センター，昭和 62 年）を基本に、区内で約 200 箇所実施され

ている土質試験結果を用いました。 

設定にあたっては、台地、低地及び埋立地（埋立年代ごとに整理）等の地形要

素を考慮しています。 

PL 値の算出 「道路橋示方書」による手法 

 

※地表から地下 20m までの地層ごとに液状化のしやすさを算出し、それらを足し

合わせて、その場所での液状化のしやすさを PL 値として算出します。そのため、

地表では液状化が発生せず、地中でのみ発生するものについても液状化の可能

性があるものとして評価されます。 

マップ表示方法 50m メッシュ表示 

 

※1 本 1 本のボーリングデータについて算出された PL 値から、面的な液状化の可

能性の分布を把握するため、PL 値が同じとなる範囲を結んだ線を推定するとと

もに、地形分類の境界線と合わせることで、液状化の可能性の領域区分を行い、

結果を 50m メッシュにより表示しました。 

 

次ページに液状化危険度マップを示します。 
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液状化危険度マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この液状化危険度マップは、港区が下記の条件に従って予測を行った結果に基づき、

液状化の可能性が高い地点等が含まれるメッシュ（50m メッシュ）を示しています。 

この液状化危険度マップが、液状化による災害の発生や被害の範囲を決定するもので

はないことにご注意下さい。（液状化の可能性が低いメッシュでも、液状化が発生する

場合があります。） 

＜想定した条件＞ 

・対 象 地 震：東京湾北部地震（M7.3） 

・使用データ：区内約 8,600 本のボーリングデータおよび「土地条件図」 

・予 測 手 法：「道路橋示方書」による液状化判定結果と地形分類による液状化判

定結果から総合的に評価 

¯

平成 25 年 3 月 31 日時点 

凡例

液状化の可能性が高い地点が含まれるメッシュ

液状化の可能性がある地点が含まれるメッシュ

液状化の可能性が低いメッシュ

注）地盤改良などの液状化対策については反映していません。 

注）ボーリングデータや地形的要因から液状化の可能性を示したものであって、

液状化による被害の程度を表したものではありません。 
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液
状
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予
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な
条
件
に
つ
い
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１.対象地震 

対象地震の設定にあたっては、東京都内で震度が大きいと考えられる首都直下地震（東京湾北部地震、

元禄型関東地震、多摩直下地震、立川断層帯地震）のうち、区内の想定震度が 大であり、液状化の影

響が 大と考えられ、また、発生の可能性が高い（文部科学省地震調査研究推進本部によると、東京湾

北部地震は 30 年以内発生確率が約 70％とされる「その他の南関東のＭ７程度の地震」の一つとされて

います。）と考えられる東京湾北部地震を対象として液状化予測を実施しました。 

なお、東京湾北部地震は、「港区地域防災計画」における想定地震となっています。 

２.使用データ 

現行の液状化マップ（平成９年公表）は、６，６８２本のボーリングデータを基に作成されています

が、今回の予測では、既往予測で用いたボーリングデータに加え、ボーリングデータ空白域及び平成９

年以降のボーリングデータ等計１，９１９本を含めた８，６０１本を対象としました。（参考：東京都

の液状化マップに使用した港区内のボーリングデータ数は８１４本） 

３.予測手法 

液状化危険度の予測方法は、まず、各ボーリング地点の地表面での揺れを応答解析（地盤中での地震

動の増幅を算出する手法）により算出し、ここで得られた地表 大加速度から「道路橋示方書」の液状

化判定手法を用いて各地点の液状化危険度を予測しました。この各ボーリング地点での予測結果に、地

形的な液状化の可能性（盛土地、埋土地は可能性が非常に高い）を重ね合わせて、液状化の可能性を総

合的に判定したものです。 

液状化判定の対象となる土質は、液状化の可能性を 大限取り入れるために内陸部の砂質土も対象と

しています。そのため、内陸部の地中で液状化の可能性がある層が反映されています。この影響は地表

面には現れてきませんが、今回のマップの目的が、区民以外にも建築許可を求める建築業者が対象とな

っているため、建物の杭基礎などに影響がある可能性を示すことから判定対象としました。 

 

液
状
化
予
測
結
果
に
つ
い
て
の
見
解
に
つ
い
て 

区にとって も影響が大きい上記条件での液状化予測を実施した結果であり、臨海部だけではなく、

従来液状化がほとんど発生しない地域となっていた内陸部の一部でも液状化の可能性が高い地点が含

まれるとの結果となりましたが、古くからの台地部などについては、これまでどおり液状化の可能性が

低い結果となりました。 

区は、この液状化予測に基づき、避難所等災害拠点施設やその周辺道路の埋設管等における優先的な

液状化対策に取り組んでいきますが、液状化の可能性が高い地点が含まれる範囲にある戸建住宅にお住

まいの方は、軟弱地盤の改良が効果的なため、新築時や改築時等の機を捉えて、地盤の詳細な調査や適

切な液状化対策を検討していくことが大切です。 

 

 

 

 

【参考】用語の解説 

ボーリングデータ：地中を掘削することにより、その場所の地質性状や地盤特性を把握した調査の結果 

 

応答解析    ：ボーリングデータを使用して、地盤中での地震動の増幅を計算し、地表面の地震の揺れの

大きさを算出する手法 

 

PL 値     ：地表から地下 20m までを対象に、地震時に作用する地震動の強さと、地盤の持っている液

状化に対する抵抗力から、各深度での液状化の可能性を算出し、その値を足し合わせ、そ

の場所での液状化のしやすさを判定した指標 

 

工学的基盤   ：地下深くの硬い岩盤 

 

揺れやすさマップ：地震が起きた場合の震度分布をより詳細に表したマップ 
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参考 防災街づくり整備指針改定の体制 

 

下記の体制により、「港区防災街づくり整備指針」の改定を進めてきました。 

 

■防災街づくり整備指針の改定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■委員会等の概要 

名称 概要 

①港区防災街づくり 

整備指針策定委員会 

（庁内組織） 

設置期間：平成 22年度～平成 24年度 

目的  ：港区防災街づくり整備指針について検討を行う。 

②港区防災街づくり 

検討委員会 

（学識経験者） 

設置期間：平成 23年度～平成 24年度 

目的  ：区の防災街づくりに関する諮問機関として活動し、

「港区防災街づくり整備指針」の検討に対する助言

を行う。 

 

③津波検討部会 

（学識経験者） 

設置期間：平成 23年度～平成 24年度 

目的  ：津波リスクの評価および対策について専門的な検討

を行う。 

④液状化検討部会 

（学識経験者等） 

設置期間：平成 23年度～平成 24年度 

目的  ：液状化リスクの評価および対策について専門的な検

討を行う。 

 

 

①港区防災街づくり 

整備指針策定委員会 

（庁内組織） 

 

防災街づくり整備指針の 

検討を行う 

答 申

諮 問
②港区防災街づくり検討委員会 

学識経験者による 

防災街づくり分野の諮問機関 

③津波検討部会 

（学識経験者） 

津波対策を検討 

④液状化検討部会

（学識経験者等） 

液状化対策を検討 
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①港区防災街づくり整備指針策定委員会 構成員 

種 別 職 名 氏 名 期 間 

委員長 街づくり支援部長 

安田雅俊 
平成 22 年 10 月～ 

平成 24 年 10 月 

新村和彦 
平成 24 年 10 月～ 

平成 25 年 3 月 

副委員長 特定事業担当部長 

新村和彦 
平成 22 年 10 月～ 

平成 24 年 10 月 

佐野和典 
平成 24 年 10 月～ 

平成 25 年 3 月 

委員 芝地区総合支所まちづくり担当課長 

高橋宏栄 平成22年度 

横尾恵理子 平成23年度 

野口孝彦 平成24年度 

委員 麻布地区総合支所まちづくり担当課長 
茂木英雄 平成22年度・23年度 

増田裕士 平成24年度 

委員 赤坂地区総合支所まちづくり担当課長 小門謙 平成22年度～24年度 

委員 高輪地区総合支所まちづくり担当課長 
齋藤博 平成22年度 

杉谷章二 平成23年度・24年度 

委員 芝浦港南地区総合支所まちづくり担当課長 
岩崎雄一 平成22年度 

近江善仁 平成23年度・24年度 

委員 街づくり支援部都市計画課長 佐野和典 平成22年度～24年度 

委員 街づくり支援部住宅担当課長 
藤井正男 平成22年度 

吉田慶弘 平成23年度・24年度 

委員 街づくり支援部開発指導課長 

越智英明 平成22年度 

岩崎雄一 平成23年度 

手島恭一郎 平成24年度 

委員 街づくり支援部特定事業担当課長 

手島恭一郎 平成22年度・23年度 

野澤靖弘 平成24年度 
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種 別 職 名 氏 名 期 間 

委員 街づくり支援部再開発担当課長 
野澤靖弘 平成22年度・23年度 

村上利雄 平成24年度 

委員 街づくり支援部建築課長 

下總忠俊 平成22年度 

村上利雄 平成23年度 

奥津英一郎 平成24年度 

委員 街づくり支援部土木課長 坂本徹 平成22年度～24年度 

委員 街づくり支援部土木計画・交通担当課長 冨田慎二 平成22年度～24年度 

委員 街づくり支援部土木施設管理課長 
湯川康生 平成22年度・23年度 

伊藤忠彦 平成24年度 

委員 企画経営部企画課長 
櫻井純 平成22年度 

新宮弘章 平成23年度・24年度 

委員 企画経営部大震災緊急対策担当課長 星川邦昭 平成23年度 

委員 企画経営部施設課長 齋藤哲雄 平成23年度・24年度 

委員 防災危機管理室防災課長 遠井基樹 平成22年度～24年度 

委員 教育委員会事務局庶務課長 
伊藤康博 平成22年度・23年度 

奥野佳宏 平成24年度 

委員 教育委員会事務局学務課長 佐藤雅志 平成23年度・24年度 
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②港区防災街づくり検討委員会 構成員 

氏 名 種 別 役 職 名 

小出 治 委員長 東京大学 工学部 都市工学科 教授 

久田 嘉章 副委員長 工学院大学 建築学部 まちづくり学科 教授 

佐土原 聡 委員 横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 
都市イノベーション部門 教授 

関根 正人 委員 早稲田大学理工学術院 創造理工学部 社会環境工学科 教授 

並河 努 委員 芝浦工業大学 工学部 土木工学科 准教授 

松山 優治 委員 東京海洋大学 特任教授 

 

③津波検討部会 構成員 

氏 名 種 別 役 職 名 

松山 優治 部会長 東京海洋大学 特任教授 

柴山 知也 副部会長 早稲田大学理工学術院 創造理工学部 社会環境工学科 教授 

岡安 章夫 部会員 東京海洋大学 海洋科学部海洋環境学科 教授 

 

④液状化検討部会 構成員 

氏 名 種 別 役 職 名 

並河 努 部会長 芝浦工業大学 工学部土木工学科 准教授 

清田 隆 副部会長 東京大学 生産技術研究所基礎系部門 准教授 

平川 大貴 部会員 防衛大学校 システム工学群建設環境工学科 講師 

 専門員 東京ガス株式会社 

 専門員 東京電力株式会社 銀座支社 

 専門員 東京都 下水道局 

 専門員 東京都 水道局 

 専門員 東日本電信電話株式会社 
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